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佐用町要綱第１８号

佐用町地方就職学生支援事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱

佐用町地方就職学生支援事業補助金交付要綱（令和７年佐用町要綱第24号）の一

部を次のように改正する。

第１条中「この要綱」を「佐用町」に改め、「ため」の次に「、兵庫県と協働し

て行うひょうごで働こう！ＵＪＩターン広報・就職促進事業において」を加え、

「東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県（以下「東京圏」という。）」を「東京圏

（埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。）」に改め、「対

し、」の次に「予算の範囲内において」を、「ついて、」の次に「兵庫県移住支援

事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業及び起業支援事業の実施要領、

法令等の定めるところによるほか、」を加える。

第９条及び第10条を次のように改める。

（返還請求）

第９条 町長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の

全額の返還を請求する。ただし、内定先の企業の倒産、災害、病気等のやむを得

ない事情があるものとして兵庫県及び佐用町が認めた場合は、この限りでない。

(１) 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった

場合

(２) 就業開始日から１年以内に要件を満たす就業先を辞した場合（ただし、退

職日から３か月以内に要件を満たす別の企業等に就業する場合を除く。）

(３) 在学中に交通費を申請する場合において、申請日から１年以内に要件を満

たす就業先への就業を行わなかった場合

(４) 在学中に交通費を申請する場合において、申請日から１年以内に佐用町に

転入しなかった場合。ただし、申請時に既に佐用町に住民票がある場合を除く。

(５) 佐用町への転入日から１年以内で転出した場合。ただし、住民票を移さず

転出していた者については、就業開始日又は申請日のいずれか遅い日を起算日

とする。

２ 前項第５号について、佐用町から県内の他の事業実施市町へ転出した場合は、

返還すべき額の４分の３について返還を求めないものとする。ただし、県内の事

業を実施していない市町又は県外の市町村に転出した場合は、全額の返還を請求

することとする。

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、兵庫県

と佐用町が協議して定める。

第11条及び第12条を削る。

別表中「

移住元に関する要件 次のいずれにも該当すること。

(１) 大学又は大学院の卒業・修了年度におい



て、東京都内に本部がある大学の東京圏のうち

の条件不利地域（過疎地域の持続的発展の支援

に関する特別措置法（令和３年法律第19号）、

山村振興法（昭和40年法律第64号）、離島振興

法（昭和28年法律第72号）、半島振興法（昭和

60年法律第63号）又は小笠原諸島振興開発特別

措置法（昭和44年法律第79号）の指定区域を含

む市町村（政令指定都市を除く。）及び平成22

年国勢調査から令和２年国勢調査の人口減少が

10％以上の市町村をいう。以下同じ。）以外の

地域に所在するキャンパスに原則４年以上在学

し、当該大学等を卒業・修了する見込みである

こと。

(２) 大学等の卒業・修了年度において、東京圏

のうちの条件不利地域以外の地域に継続して在

住していること。

移住先に関する要件 次のいずれにも該当すること。

(１) 兵庫県内に所在する企業に就職することが

内定していること。

(２) 令和７年４月１日以後に佐用町に転入した

こと。ただし、在学中に交通費を申請する場合

は、令和７年４月１日以後に佐用町に移住する

意思を有していること。

(３) 地方就職学生支援金の申請時において、卒

業・修了日から１年以内かつ就業開始日から１

年以内であること。ただし、在学中に就職活動

等に係る経費（交通費）を申請する場合は、申

請時において、就業開始予定日前１年以内であ

ること。

(４) 佐用町に、補助金の申請日から５年以上、

継続して居住する意思を有していること。ただ

し、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後

に就業先に関する要件を満たす企業等に就職

し、佐用町に移住する意思を有していること。

」を「

移住元に関する要件 次のいずれにも該当すること。

(１) 大学又は大学院の卒業・修了年度におい

て、東京都内に本部がある大学等の東京圏のう

ちの条件不利地域（過疎地域の持続的発展の支



援に関する特別措置法（令和３年法律第19

号）、山村振興法（昭和40年法律第64号）、離

島振興法（昭和28年法律第72号）、半島振興法

（昭和60年法律第63号）又は小笠原諸島振興開

発特別措置法（昭和44年法律第79号）の指定区

域を含む市町村（政令指定都市を除く。）及び

平成22年国勢調査から令和２年国勢調査の人口

減少が10％以上の市町村をいう。以下同じ。）

以外の地域に所在するキャンパスに原則４年以

上在学し、当該大学等を卒業・修了する見込み

であること。

(２) 大学等の卒業・修了年度において、東京圏

のうちの条件不利地域以外の地域に継続して在

住していること。

移住先に関する要件 次のいずれにも該当すること。

(１) 兵庫県内に所在する企業等に就職すること

が内定していること。

(２) 令和７年４月１日以後に佐用町に転入した

こと。ただし、在学中に交通費を申請する場合

は、令和７年４月１日以後に佐用町に移住する

意思を有していること。

(３) 地方就職学生支援金の申請時において、卒

業・修了日から１年以内かつ就業開始日から１

年以内であること。ただし、在学中に就職活動

等に係る経費（交通費）を申請する場合は、申

請時において、就業開始予定日前１年以内であ

ること。なお、当該年度の国の交付決定前であ

ったことにより、卒業・修了日から１年以内か

つ就業開始日から１年以内に申請を行うことが

できなかった場合には、国の交付決定日から当

該年度の４月１日から卒業・修了日から１年以

内となる日又は就業開始日１年となる日の早い

方までの日数、申請受け付けを可能とする。

(４) 佐用町に、補助金の申請日から１年以上、

継続して居住する意思を有していること。ただ

し、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後

に就業先に関する要件を満たす法人等に就職

し、転入日（住民票を移さず転出していた者に

ついては就業開始日）から１年以上、継続して



居住する意思を有していること。

」に改め、同表就業条件等に関する要件の項を次のように改める。

就業条件等に関する要件 次のいずれにも該当すること。

(１) 原則、週20時間以上の無期雇用契約に基づ

く就業であること。ただし、在学中に就職活動

等に係る経費（交通費）を申請する場合は、週

20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する

見込みであること。

(２) 当該地域への勤務地限定型社員としての採

用であること。ただし、在学中に就職活動等に

係る経費（交通費）を申請する場合は、当該地

域への勤務地限定型社員としての採用予定であ

ること。

(３)東京圏（条件不利地域を除く。）への勤務を

前提としない採用であること。

(４)在学中に就職活動等にかかる経費を申請する

場合は、上記(１)～(３)の条件に該当する社員

として採用される予定であること。

様式第１号中「







」を「







」に改める。

様式第３号中「



」を「



」に改める。

附 則

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。


